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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第63期

第３四半期
累計期間

第64期
第３四半期
累計期間

第63期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 13,872,171 14,533,239 19,180,633

経常利益 (千円) 809,467 885,464 1,163,083

四半期(当期)純利益 (千円) 475,238 536,182 665,668

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,148,000 1,148,000 1,148,000

発行済株式総数 (株) 5,300,000 5,300,000 5,300,000

純資産額 (千円) 13,106,186 13,608,925 13,313,663

総資産額 (千円) 17,764,941 18,825,225 18,601,571

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 97.08 112.88 136.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 50.00

自己資本比率 (％) 73.8 72.3 71.6

　

回次
第63期

第３四半期
会計期間

第64期
第３四半期
会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 25.22 19.68

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  持分法を適用した場合の投資利益については、第63期第３四半期累計期間は関連会社がないため記載してお

りません。また、第63期及び第64期第３四半期累計期間は利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関

連会社であるため、記載を省略しております。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容について、重要な変更はありません。なお、海外での事業展開を推進する目的でタイ王国に子会社

（ＴＯＢＡ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ．，ＬＴＤ．）を設立し、営業活動を開始しておりますが、四半期純

利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり重要性がないため非連結子会社としております。

また、半導体製造装置向けのチップマウンターなどの特に専門的な知識が必要な商品に関しては、営業本

部直轄の特機システムグループで対応しておりましたが、今後の海外展開を踏まえ、平成24年４月１日より

特機システム部を新設し、特機システムグループを特機システム部の直轄としております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間における世界経済は、欧州各国における財政金融危機や米国の雇用不安による

景気回復の遅れに加えて、中国等の新興諸国経済の成長鈍化など、全体的に不透明な状況が続きました。

一方、わが国経済は、東日本大震災後の復興需要及び政府の消費刺激策等により、回復に兆しが見られた

ものの、世界経済全体の景気減速や長期に亘る歴史的な円高、さらには近隣諸国との関係悪化等の影響に

より、当社の関係する国内製造業におきましては、在庫圧縮の動きが目立ち、生産を調整する動きが総体

的に広まってきております。

このような厳しい環境下で当社は、需要の拡大により設備投資が好調に推移したスマートフォンやタ

ブレットＰＣ、デジタルカメラ等に関連する得意先並びに自動車・車載部品製造に関連する得意先の設

備の省力化に必要なＦＡ機器、制御機器等を中心に積極的な販売推進を行ってまいりました。また、管理

面では経営の合理化及びコスト削減を継続して推進してまいりました。

以上の結果、売上高は145億33百万円(前年同四半期比4.8％増)となり、営業利益は８億10百万円(前年

同四半期比9.4％増)、経常利益は８億85百万円(前年同四半期比9.4％増)、四半期純利益は５億36百万円

(前年同四半期比12.8％増)となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末（以下、「当四半期末」という）の自己資本比率は、前事業年度末（以下、

「前期末」という）比0.7ポイント増の72.3％となりました。

① 資産

当四半期末の総資産は、前期末と比較して２億23百万円(1.2％)増の188億25百万円となりました。

  流動資産は、前期末比３億55百万円(2.6％)増の142億91百万円となりましたが、現金及び預金の増加

(14億57百万円)と受取手形及び売掛金の減少(12億54百万円)が主な要因となっております。

  固定資産は、前期末比１億31百万円(2.8％)減の45億33百万円であり、特記すべき事項はありません。
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② 負債

当四半期末の負債合計は、前期末と比較して71百万円(1.4％)減の52億16百万円となりました。

  流動負債は、前期末比67百万円(1.3％)減の50億57百万円となりましたが、支払手形及び買掛金の増

加(２億91百万円)と未払法人税等の減少(２億27百万円)が主な要因となっております。

  固定負債は、前期末比４百万円(2.8％)減の１億58百万円であり、特記すべき事項はありません。

③ 純資産

当四半期末の純資産合計は、四半期純利益の計上(５億36百万円)による増加や、前期決算の剰余金の

配当(２億37百万円)による減少などにより、前期末と比べ２億95百万円(2.2％)増の136億８百万円と

なりました。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

  なお、当社では、現在のところ会社法施行規則における「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針」は定めておりません。

　
(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,300,000 5,300,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株
であります。

計 5,300,000 5,300,000 ― ―

(注)  発行済株式のうち、6,000株は、現物出資(土地他 300千円)によるものであります。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成24年12月31日 ― 5,300,000 ― 1,148,000 ― 1,091,862

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  550,100

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,749,400
47,494 ―

単元未満株式
普通株式

500
― ―

発行済株式総数 5,300,000 ― ―

総株主の議決権 ― 47,494 ―

(注)  当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

　
② 【自己株式等】

平成24年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社鳥羽洋行

東京都文京区水道二丁目８番６号 550,100― 550,100 10.38

計 ― 550,100― 550,100 10.38

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成24年10月１日から

平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　
３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみ

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

① 資産基準 1.9％

② 売上高基準 4.8％

③ 利益基準 5.7％

④ 利益剰余金基準 0.4％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。なお、売上高基準及び利益基準は一時的な要

因により高くなっておりますが、重要性はないものと認識しております。

EDINET提出書類

株式会社鳥羽洋行(E02833)

四半期報告書

 8/15



１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,060,775 7,518,176

受取手形及び売掛金 ※１
 7,655,026

※１
 6,400,330

電子記録債権 － 257,816

商品 68,090 63,770

その他 151,740 51,179

流動資産合計 13,935,632 14,291,274

固定資産

有形固定資産 2,009,175 2,032,781

無形固定資産 12,740 12,386

投資その他の資産 2,644,022 ※２
 2,488,783

固定資産合計 4,665,938 4,533,951

資産合計 18,601,571 18,825,225

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１
 4,510,246

※１
 4,801,749

未払法人税等 295,187 67,261

引当金 150,000 60,000

その他 169,041 128,435

流動負債合計 5,124,475 5,057,446

固定負債

引当金 24,125 24,125

その他 139,307 134,728

固定負債合計 163,432 158,853

負債合計 5,287,908 5,216,299

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,261,059 1,261,059

利益剰余金 11,844,911 12,143,602

自己株式 △1,001,721 △1,001,721

株主資本合計 13,252,249 13,550,940

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 61,413 57,985

評価・換算差額等合計 61,413 57,985

純資産合計 13,313,663 13,608,925

負債純資産合計 18,601,571 18,825,225
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

売上高 13,872,171 14,533,239

売上原価 11,756,263 12,333,178

売上総利益 2,115,908 2,200,060

販売費及び一般管理費

配送費 42,654 46,556

役員報酬 61,689 63,558

給料及び手当 753,619 735,744

賞与引当金繰入額 60,000 60,000

法定福利費 118,109 121,693

福利厚生費 39,939 39,971

減価償却費 25,915 31,595

地代家賃 46,547 45,553

その他 226,619 244,568

販売費及び一般管理費合計 1,375,093 1,389,241

営業利益 740,814 810,819

営業外収益

受取利息 8,691 4,167

受取配当金 6,293 15,537

仕入割引 43,593 43,345

その他 13,052 14,070

営業外収益合計 71,631 77,120

営業外費用

売上割引 2,791 2,470

その他 188 4

営業外費用合計 2,979 2,475

経常利益 809,467 885,464

税引前四半期純利益 809,467 885,464

法人税、住民税及び事業税 285,300 309,700

法人税等調整額 48,928 39,582

法人税等合計 334,228 349,282

四半期純利益 475,238 536,182
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　
【会計方針の変更等】

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞ

れ2,123千円増加しております。

　
【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　
【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１  四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。

なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　

　
前事業年度

(平成24年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

受取手形 55,329千円 84,623千円

支払手形 315,974 〃 417,577 〃

　
※２  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　

　
前事業年度

(平成24年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

投資その他の資産 ― 24千円

　
(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

　
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 25,915千円 31,595千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

　
１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月16日
定時株主総会

普通株式 199,992 40.00平成23年３月31日 平成23年６月17日 利益剰余金

　
２  基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　
３  株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　
当第３四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

　
１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月15日
定時株主総会

普通株式 237,491 50.00平成24年３月31日 平成24年６月18日 利益剰余金

　
２  基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　
３  株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　
(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　
(有価証券関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　
(デリバティブ取引関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　
(持分法損益等)

前第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

当第３四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社である

ため、記載を省略しております。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、機械工具器具等の販売事業を営んでおり、これを単一の事業セグメントとしているため、セグ

メント情報の記載を省略しております。

　
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 97円08銭 112円88銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 475,238 536,182

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 475,238 536,182

普通株式の期中平均株式数(株) 4,895,278 4,749,824

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月12日

株式会社鳥羽洋行

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    井    上    智    由    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    柿    崎    政    広    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社鳥羽洋行の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第64期事業年度の第３四半期会計期間(平成

24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鳥羽洋行の平成24年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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